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｜特集高浜原発1・ 2号機｜

高濃1R 2号機の新規制童書尊重適合性塁審査の開題点
たきたに

滝谷紘一
（原子力市民委員会規制部会、元原子力安全委員会事務局技術参与）

原子力規制委員会はこれまでに川内1・2号機、高

浜3・4号機、伊方3号機に続いて本年4月に高浜1・2

号機に対して新規制基準適合性審査を終え設置変更

を許可した。筆者は各審査について、新規制j基準そ

れ自体も含めて科学的に厳正な審査になっているか

の検証に取り組んでいる1）～5）。本稿では高浜1・2号

機の審査の問題点在、耐震安全性と重大事故時の水

素爆発の防止対策に焦点をあてて述べる。上述の7

原発は、いずれも加圧水型炉（PWR）の3ル ププラ

ントa）で電気出力が82～89万kWの範囲にあり、施

設構成と設備仕様が類似し、問題点も共通するとこ

ろが多い。なお、高浜1・2号機は運転開始以来40年

を経過し、老朽化の問題点については上津千尋さん

の別稿をお読みいただきたい。

耐震安全性

(1）繰り返し地震は想定外の耐震基準

熊本地震では震度7の激震が2回（4月14日と16日）

発生し、 1回目の地震には耐えたが2回目の地震で

倒壊した建物か、数多くあった。気象庁はこの激震の

繰り返しは「過去の経験再IJにはないjと述べ、国土交

通省はこの新知見にもとづき 般建物の耐震基準の

見直しを議論する有識者委員会を設置した。

原子力市民委員会は熊本地震に関する声明書を出

し、その中で原発の耐震安全性の審査基準（耐震基

準）に重大な欠陥があることを指摘した6)0 現行の

耐震基準では激震の複数回の発生（繰り返し地震）は

想定せず、 1回の基準地震動に対して安全上重要な

設備・機器と建物・構築物の安全機能力言損なわれる

おそれがないことのみ求めている。機器・配管系に

ついては「塑性ひずみ（筆者注：外力を取り去っても

残留しているひずみ）が生じる場合であっても、そ
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の量が破断限界に十分な余裕を有しておればよい」

と定めている。塑性ひずみがある状態で再度強い地

震力が加わった場合に、破断限界に達しない保証は

f可らされていないのである。建物・構築物に関して

も繰り返し地震に対して終局耐力（損壊限界）に達し

ない保証はされていない。従って、現行の耐震基準

のもとでは、繰り返し地震が生じると、施設の様々

な安全機能が同時多発で失われて甚大な放射線災害

を引き起こすことを防ぐことができない。現実に繰

り返し地震が生じた以上、規制委員会は早急に繰り

返し地震を想定した耐震基準の改正と、それにもと

づくハックフィット審査を行うべきであり、それが

完了するまでは全原発は運転すべきではない。

(2）過小設定の基準地震動

高浜1・2号機では審査が先行した同じ敷地内の3

・4号機と同じく、①震源を特定して策定する地震

動を最大加速度700ガル（解放基盤b）、水平）、②震

源を特定せず策定する地震動を最大加速度620ガル

（同前）としている。いずれも3・4号機の審査当時か

ら、地震識者により過小設定であると指檎されてい

る。石橋克彦神戸大学名誉教授は①の地震動も本質

的に不可知であることを考えて、全国の原発におい

て、少なくとも原発での既往最大の1700ガル（柏崎

刈羽原発1号機の地下岩盤、 2007年新潟県中越沖地

震）とすべきことを求めている7）。長沢啓行大阪府

立大学名誉教授は、①について断層モデルに過小評

価の特性があること、②について原子力安全基盤機

構の解析（2005年）にもとづく 1340ガルを採用すべ

きことを指摘している8）。島崎邦彦東京大学名誉教

授はこの6月16日に、①で使われている計算式が過

小評価を与える可能性があり、①についての再検

討を国中俊一規制委員長に強く求めた。
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図1原子炉崩壊熱除去に必要な設備構成

(3）非常用取水設備の耐震Cクラスの過誤

非常用取水設備とは、図1に示すように、原子炉

停止後に余熱除去設備と原子炉補機冷却水設備によ

って運ばれてきた崩壊熱を海に放出するために必要

な海水を取り入れる設備である。この設備が機能し

なければ原子炉停止後の炉心の長期的冷却が不能に

なり、炉心の損傷、溶融に至る。従って安全上重要

な設計基準対処設備と位置づけられている。その耐

震クラスは余熱除去設備、原子炉補機冷却設備と同

じSであって当然なところを、電力会社は最下位の

Cとしている。これは明らかに耐震基本設計の過誤

であり、規制委員会がそれを見逃していることは審

査の椴庇である。（詳細は文献4に記述）

過酷事故における

水素爆発と水蒸気爆発の防止

PWRでは事故が進展して炉心溶融が生じた後、

原子炉圧力容器が破損し、溶融炉心が格納容器内に

；百融炉心’コンクリ」ト相互作用
をコンクリート侵食

図2 原子炉下部キャヒ、ティに流出する溶融炉心の様相

2016.?.1 r原子力賀料情報室通信INo.5C5 

流出する事態になる場合には、図2に示すように、

原子炉下部キャビティc）に注水、水張りした中で溶

融炉心を受け止め冷却することで、溶融炉心・コン

クリー卜相互作用（MCCI）の進行とそれに伴う水素

の発生を抑制して水素爆発を防ぐという格納容器破

損防止対策が採用されている。この対策には以下の

大きな問題がある。

( 1 ）妥当性を欠く水素爆発防止対策の有効性評価

重大事故等対策の有効性評価では、 i主水開始は運

転員による炉心溶融に至ったとの判断と空冷式非常

用発電装置、注水用ポンプ等の準備に要する時間を

30分とし、その時間遅れの不確かさの影響はわず

か10分の遅れしか評価せず、また判断ミスや誤操

作、機器の故障などはないものとしている。過酷事

故の状況下において、このような短時間での運転員

対応や故障のない機器の前提が現実離れしているこ

とは、福島原発事故の実状から明白である。また、

MCCIの解析には解析コ ドMAAPが用いられてい

るが、水中条件での解析コード検証がされておらず、

しかも国際的な専門家の間で過小評価する特性があ

ることが知られている。このような評価条件と評価

手法による有効性評価は、「すべてがこのとおりにな

ればこうなるというシナリオ（筋書き）Jにすぎず、

科学的妥当性を欠いている。規制委員会が別の解析

コードを用いたクロスチェックを行わないことも審

査の杜撰な点である。（詳細は文献1,2に記述）

(2）怒意が入った水素発生量の不確かさ評価

MAAPによる解析は精度を欠くこともあって、川

内1・2号機の有効性評価では、不確かさを考慮した

水素発生量を求めるに際して、解析コードに依拠せ

ずに炉心内ジルコニウムの100%が水と反応するこ

とを仮定し、その場合にも格納容器内の水素濃度が

爆轟防止判断基準d)(13%）以下になることを確認し

ている。しかし、高浜1・2号機を含めて他の原発で

は、 MAAP解析に依拠してジルコニウムの反応量は

81～82%にとどまるとし、同100%での評価は行っ

ていない。この理由は格納容器の体積が川内1・2号

機より小さいために、同100%にすると水素濃度が

日一
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判断基準を満たせないためであると推認され、評価

の仕方にiil:i意が入っている。これを容認した審査に

は川内ト2号機審査との 貫性がなく、規制委員会

にも窓意が働いていると言わざるを得ない。（詳細

は文献3に記述）

(3）労働安全衛生規則に反する注水圃水張り方式と

イグナイタの設置

原子炉下部キャピティを水張りして溶融炉心を受

け止める方式は、労働者の安全と健康を確保する労

働安全衛生法の詳細規定である労働安全衛生規則

249条「水蒸気爆発を生じさせないために、溶融高

熱物を取り扱うピットの内部には水を侵入させない

ことJに反している。また、格納容器内には電気ヒ
女を使って水素を燃焼させるイグナイ？が設置さ

れるが、これは労働安全衛生規則280条「可燃性ガ

スが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇

所では、防爆構造電気機械器具で、なければ使用して

はならない」の規定に違反する。イグナイ合は防爆

構造とは対極にある誘爆構造である。規制委員会が

労働安全衛生規則違反を見逃していることは審査の

破庇である。（詳細は文献5に記述）

解説：

a) 3 Jレーププラン卜

原子炉の冷却設備が3系統あるプラン卜。なお、国内
PWRのループ数は電気出力30～60万kW級は2、80万kW
級は3、100万kW級は4とされている。

b）解放基盤表面

基準地震動を策定するために、原子炉建物の設置位置付

近において、基盤表面上の表層や構造物が無いものとし
て仮想的に設定する基盤の表面を指す。

c）原子炉下部キャビティ
原子炉圧力容器の真下にある格納容器内の部屋のこと。

d）爆轟（デトネ ション）

爆発の最も厳しい形態であり、気体の急速な熱膨張の速
度が音速を超え衝撃波を伴いながら燃焼する現象。

E部長1• 2号炉： i観音1tl麗襲警のi覇長期間種展lζ闘す尋問題

運転延長は例外的？

6月20日、原子力規制委員会は、関西電力の高浜

原発1・2号炉の運転期間延長の申請に対して認可し
た。

運転開始から、 1号炉は41年、 2号炉は40年経過

した。本来ならば、 40年を過ぎた時点で自動的に

廃炉になるところだが、いくつかの原発については、

運転期間延長を含む法令の施行から3年（期限が

2016年7月7日）以内に認可を受ければ、運転がみと

められる経過措置がとられた。その対象となった原

発は、運転開始年月日が古い順に、敦賀1号炉、美

浜1号炉、美浜2号炉、島根1号炉、高浜1号炉、玄

海1号炉、高浜2号炉の7基であるが、高浜以外の5

基はすべて廃炉になっている。

延長認可を受けた期限は、 1号炉が2034年11月13
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目、 2号炉が2035年11月13日で、それぞれの運転開

始から60年間が経過する呂にあたる。

関西電力は美浜3号炉の運転延長も申請しており、

認可の期限は今年の11月30日である。

老朽化すすむ高浜1・2号炉

高浜1号炉も2号炉も、これまでにざまざまな老

朽化による問題を引き起こしてきた。運転歴から見

ても、とても「優良な」原発といえるものではない。

例として、 600系ニッケル基合金の一次冷却材倶I]

の応力腐食割れ（PWSCCと呼ぶこともある）につい

て簡単に紹介する。

加圧水型炉のアキレス臆といわれている蒸気発生

器の細管（伝熱管）では、応力腐食割れをはじめとす

る種々の損傷が運転開始まもなくからつづき、 1号

炉は1996年、 2号炉は1994年に蒸気発生器をまるご

と交換する工事がおこなわれた。

原子炉容器上ぶたについては、 1991年ごろから

フランスや米国などの原発で制御棒案内管の上ぶた

への溶接部付近を中心にみつかっていたひび割れの

ひろがりが深刻であった。このため、高浜原発でも

渦電流による探傷検査がおこなわれた。ひび割れは

みつかっていなかったものの、ひび割れが発生する

可能性があることから、上ぶたを案内管が一体とな

ったものに設計変更したうえで交換工事をおこなっ

た（1号炉は1996年、 2号炉は1997年に実施）。

これらの大工事には、 1基あたり1つの工事につ

き100億円以上のお金が投じられたと言われている。

この交換工事をおこなったことで、高浜1・2号炉で
は、蒸気発生器細管や原子炉容器上ぶたの貫通管に

直接かかわるトラブルの報告はなくなった。

しかし、 2007年12月に高浜2号炉で、蒸気発生器

の一次冷却材入口ノズルの溶接部内表面にひび割れ

がみつかった。ひび割れは、 A・B・C系の3ルー

プのそれぞれの蒸気発生器のうち B・C系の2基で

みつかっており、最大のものは長さ14ミリ、深さ7

ミリであった。対策として、ノズル内表面をひび割

れか、なくなるまで高IJり取り、溶接によって、表面を

応力腐食割れに比較的強いとされている690系ニッ

ケル基合金で覆う工事がおこなわれた。

一次冷却材側の応力腐食割れを起こしやすい600

系ニッケル基合金が使われている部位は、まだまだ

残っている。蒸気発生器では管板の内張り、原子炉

容器のまわりでは一次冷却材入口ノズルおよび出口

ノス手ルの溶接部、炉内言十装笥（原子炉の底部から貫

通している）、炉内支持構造物などがある。今回の

運転期間延長にかかわる劣化評価においては、応力

緩和などの対策工事をしているから「高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないjと関西電力が

評価している部位がそのまま原子力規制委員会（原

子力規制庁）の評価となっており、十分な検討がさ

れたとはいえない（1号炉の炉内計装筒では2003年2

月にひび割れが起きていたため、後述のように点検

はおこなってはいるが、 1回の特別点検をしたから
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といって、それで十分とはいえないだろう）。

劣化の現状把握に大いに疑問

関西電力は2015年4月30日に高浜1・2号炉の運転

期間認可申請をした際に、「特別点検結果報告書」、

「劣化状況評価書」、「保守管理に関する方針書」を添

付書類として作成している。

「特別点検結果報告書」には高浜1・2号炉の現在の

劣化状況を把握するためにおこなわれた点検結果が

記載されている。「実用発電用原子炉の運転期間延長

認可申請に係る運用ガイドjに要求されておこなわ

れた点検対象は原子炉容器、原子炉格納容器、コン

クリート構造物である。点検の内容は、たとえば原

子炉容器に対しては、炉心領域全体の母材および溶

接部の超音波探傷試験、一次冷却材ノズルのコーナ

一部の浸透探傷検査および過電流探傷検査、炉内言十

装僑全数の目視試験および渦電流探傷試験、となっ

ている。また、原子炉格納容器に対しては、原子炉

格納容器鋼板（近接できる点検可能範囲の全て）を目

視試験によって塗膜状態の確認、となっている。さ

らにコンクリート構造物に対して実施したのは、安

全機能を有するコンクリー卜構造物などから採取し

たコアサンプル等による強度、遮へい能力、中性化、

塩分浸透およびアルカリ骨材反応の確認となってい

る。

「劣化状況評価書jは、「実用発電用原子炉施設に

おける高経年化対策実施ガイド」に基づき作成され

たいわゆる「高経年化技術評価書（40年目）」がその

内容で、申請時の分量で3000ページ以上におよぶ

膨大なものだ。保守管理に関する方針書は、「劣化

状況評価書jから保安規定に定めるための方針を最

終的には4項目として抽出したもの。

しかし、どちらの報告書も公開されている資料は

情報の公開度が低い。線拠デーヲを見ょうとすると

うんざりするほどマスキングが施されて、安全性に

かかわる情報であるにもかかわらず秘匿されている。

事業者と規制者以外の第三者が安全性を検証しよう

とすることをteむものとなっている。
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